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(57)【要約】
【課題】　ユーザ間で視野の異なり得る動画において入
力されるコメント等の情報を適切に表示する。
【解決手段】　一実施形態に係るシステムは、複数のユ
ーザの各々の端末装置に、広角の視野を有する動画とし
て構成されると共に視野全体に仮想空間が対応付けられ
ている動画を、複数のユーザの各々の視野で表示し、ユ
ーザからコメントを受け付けたときに、このユーザの視
野に含まれる仮想空間上の位置を特定して配置し、コメ
ントの配置に応じて、配置された位置を視野に含むユー
ザの端末装置にコメントを表示する。
【選択図】　図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画を特定の視野で表示するシステムであって、
　１又は複数のコンピュータプロセッサを備え、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、読取可能な命令を実行することに応じて
、
　第１及び第２のユーザを含む複数のユーザの各々の端末装置に、広角の視野を有する動
画として構成されると共に視野全体に仮想空間が対応付けられている特定の動画を、前記
複数のユーザの各々の視野で表示するステップと、
　前記第１のユーザから第１の入力情報を受け付けたときに、前記第１のユーザの視野に
含まれる前記仮想空間上の第１の位置を特定し、前記第１の位置に前記第１の入力情報を
配置するステップと、
　前記第１の入力情報の配置に応じて、前記第１の位置を視野に含む前記第２のユーザの
端末装置に、前記第１の入力情報を表示するステップと、を実行する、
　システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記特定の動画は、少なくとも水平方向に３６０度の視野を有する動画として構成され
、
　前記仮想空間は、仮想的な球体の内面として構成される、
　システム。
【請求項３】
　前記入力情報は、コメントである請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記入力情報を表示するステップは、前記第１の入力情報を、前記仮想空間上の前記第
１の位置に前記特定の動画に重ねて表示する請求項１ないし３何れかに記載のシステム。
【請求項５】
　前記配置するステップは、前記第１のユーザの注視点を含む第１の範囲外の位置となる
ように、前記第１の位置を特定することを含む請求項１ないし４何れかに記載のシステム
。
【請求項６】
　前記配置するステップは、前記第１のユーザの注視点から移動する方向を特定し、特定
した方向に移動した位置であって、かつ、前記第１の範囲外の位置となるように、前記第
１の位置を特定することを含む請求項１ないし５何れかに記載のシステム。
【請求項７】
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、更に、前記第２のユーザの注視点に前記
第１の入力情報が表示される状態が第１の時間継続したときに、前記第１の入力情報に対
する支持を受け付けるステップを実行する請求項４ないし６何れかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記注視点は、ユーザの視野の略中心である請求項５ないし７何れかに記載のシステム
。
【請求項９】
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、更に、前記第１の位置に配置されてから
第２の時間を経過したときに、前記第１の入力情報の配置を解除するステップを実行する
請求項１ないし８何れかに記載のシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステムであって、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、更に、前記第１の入力情報に対する支持
を受け付けるステップを実行し、
　前記解除するステップは、受け付けた支持の数が多いほど前記第２の時間が長くなるよ
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うに、前記第１の入力情報の配置を解除することを含む、
　システム。
【請求項１１】
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、更に、前記第１の入力情報の配置に応じ
て、前記複数のユーザの各々の端末装置に、前記複数のユーザの各々の視野と前記第１の
位置との位置関係に基づく音を出力させるステップを実行する請求項１ないし１０何れか
に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記出力させるステップは、ユーザの視野が前記第１の位置に近いほど大きい音量とな
るように、音を出力させることを含む請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記出力させるステップは、前記第１の入力情報の配置に応じて、前記第１の位置を視
野に含む前記第２のユーザの端末装置に第１の音を出力させると共に、前記複数のユーザ
に含まれる前記第１の位置を視野に含まない第３のユーザの端末装置に、前記第１の音と
は異なる第２の音を出力させることを含む請求項１１又は１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記特定の動画を表示するステップは、前記特定の動画をライブストリーミングによっ
て前記複数のユーザの各々の端末装置に配信することを含む請求項１ないし１３何れかに
記載のシステム。
【請求項１５】
　１又は複数のコンピュータによって実行され、動画を特定の視野で表示する方法であっ
て、
　第１及び第２のユーザを含む複数のユーザの各々の端末装置に、広角の視野を有する動
画として構成されると共に視野全体に仮想空間が対応付けられている特定の動画を、前記
複数のユーザの各々の視野で表示するステップと、
　前記第１のユーザから第１の入力情報を受け付けたときに、前記第１のユーザの視野に
含まれる前記仮想空間上の第１の位置を特定し、前記第１の位置に前記第１の入力情報を
配置するステップと、
　前記第１の入力情報の配置に応じて、前記第１の位置を視野に含む前記第２のユーザの
端末装置に、前記第１の入力情報を表示するステップと、を備える、
　方法。
【請求項１６】
　動画を特定の視野で表示するプログラムであって、
　１又は複数のコンピュータ上で実行されることに応じて、前記１又は複数のコンピュー
タに、
　第１及び第２のユーザを含む複数のユーザの各々の端末装置に、広角の視野を有する動
画として構成されると共に視野全体に仮想空間が対応付けられている特定の動画を、前記
複数のユーザの各々の視野で表示するステップと、
　前記第１のユーザから第１の入力情報を受け付けたときに、前記第１のユーザの視野に
含まれる前記仮想空間上の第１の位置を特定し、前記第１の位置に前記第１の入力情報を
配置するステップと、
　前記第１の入力情報の配置に応じて、前記第１の位置を視野に含む前記第２のユーザの
端末装置に、前記第１の入力情報を表示するステップと、を実行させる、
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画を特定の視野で表示するシステム、方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、同じ動画を閲覧するユーザ間でのコミュニケーションを活性化するために、
ユーザによって付与されたコメントを動画と共に表示するシステムが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。こうしたシステムでは、例えば、コメントが付与された動画再
生時間において、動画と共にコメントが表示されるようになっている。
【０００３】
　また、近年、略全方向を一度に撮影できるカメラ等を用いて撮影された「３６０度動画
」と呼ばれる動画の配信が行われている。こうした動画は、例えば、ユーザ端末の姿勢を
変える（方向を変える／傾ける）操作、又は、画面のフリック／ドラッグ操作等により、
表示する方向（視野）が連続的に変化するようになっており、ユーザは、視野を変化させ
ながら動画を閲覧することができる。そして、こうした動画においても、同じ動画を閲覧
するユーザ間でのコミュニケーションを活性化するために、ユーザによって付与されるコ
メント等の情報を共有できることが望ましい。そこで、上述した従来のシステムのように
、コメントが付与された動画再生時間においてコメントを表示することも考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－５７８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、３６０度動画のようにユーザ間で視野が異なり得る動画では、同じ動画
を閲覧しているユーザであっても、視野によって見ている対象が異なり得る。従って、例
えば、コメントを付与したユーザの視野とは異なる視野で動画を閲覧している他のユーザ
は、コメントを付与したユーザと見ている対象が違うため、コメントの内容に共感するこ
とが難しい。そして、コメントの内容に共感できないとコミュニケーションの活性化も制
限されてしまうから、ユーザ間で視野の異なり得る動画において、コメント等の情報を適
切に表示することが望まれる。
【０００６】
　本発明の実施形態は、ユーザ間で視野の異なり得る動画において入力されるコメント等
の情報を適切に表示することを目的の一つとする。本発明の実施形態の他の目的は、本明
細書全体を参照することにより明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係るシステムは、動画を特定の視野で表示するシステムであって
、１又は複数のコンピュータプロセッサを備え、前記１又は複数のコンピュータプロセッ
サは、読取可能な命令を実行することに応じて、第１及び第２のユーザを含む複数のユー
ザの各々の端末装置に、広角の視野を有する動画として構成されると共に視野全体に仮想
空間が対応付けられている特定の動画を、前記複数のユーザの各々の視野で表示するステ
ップと、前記第１のユーザから第１の入力情報を受け付けたときに、前記第１のユーザの
視野に含まれる前記仮想空間上の第１の位置を特定し、前記第１の位置に前記第１の入力
情報を配置するステップと、前記第１の入力情報の配置に応じて、前記第１の位置を視野
に含む前記第２のユーザの端末装置に、前記第１の入力情報を表示するステップと、を実
行する。
【０００８】
　上述した一実施形態に係るシステムにおいて、前記特定の動画は、少なくとも水平方向
に３６０度の視野を有する動画として構成され、前記仮想空間は、仮想的な球体の内面と
して構成され得る。こうした動画は「３６０度動画」と呼ばれることがあり、垂直方向の
視野は、例えば、１８０－３６０度の範囲にある。
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る方法は、１又は複数のコンピュータによって実行され、動画
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を特定の視野で表示する方法であって、第１及び第２のユーザを含む複数のユーザの各々
の端末装置に、広角の視野を有する動画として構成されると共に視野全体に仮想空間が対
応付けられている特定の動画を、前記複数のユーザの各々の視野で表示するステップと、
前記第１のユーザから第１の入力情報を受け付けたときに、前記第１のユーザの視野に含
まれる前記仮想空間上の第１の位置を特定し、前記第１の位置に前記第１の入力情報を配
置するステップと、前記第１の入力情報の配置に応じて、前記第１の位置を視野に含む前
記第２のユーザの端末装置に、前記第１の入力情報を表示するステップと、を備える。
【００１０】
　本発明の一実施形態に係るプログラムは、動画を特定の視野で表示するプログラムであ
って、１又は複数のコンピュータ上で実行されることに応じて、前記１又は複数のコンピ
ュータに、第１及び第２のユーザを含む複数のユーザの各々の端末装置に、広角の視野を
有する動画として構成されると共に視野全体に仮想空間が対応付けられている特定の動画
を、前記複数のユーザの各々の視野で表示するステップと、前記第１のユーザから第１の
入力情報を受け付けたときに、前記第１のユーザの視野に含まれる前記仮想空間上の第１
の位置を特定し、前記第１の位置に前記第１の入力情報を配置するステップと、前記第１
の入力情報の配置に応じて、前記第１の位置を視野に含む前記第２のユーザの端末装置に
、前記第１の入力情報を表示するステップと、を実行させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の様々な実施形態によって、ユーザ間で視野の異なり得る動画において入力され
るコメント等の情報を適切に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係るシステム１を含むネットワークの構成を概略的に示す
構成図。
【図２】一実施形態におけるシステム１（サーバ１０及び端末装置３０）が有する機能を
概略的に示すブロック図。
【図３】一実施形態におけるユーザ管理テーブル５１ａにおいて管理される情報の一例を
示す図。
【図４】一実施形態におけるコメント管理テーブル５１ｂにおいて管理される情報の一例
を示す図。
【図５】一実施形態における仮想空間及びユーザの視野を説明するための図。
【図６】一実施形態におけるユーザの視野を説明するための図。
【図７】一実施形態における第１の動画再生画面６０の一例を示す図。
【図８】一実施形態における第２の動画再生画面７０の一例を示す図。
【図９】一実施形態におけるコメント配置処理の一例を示すフロー図。
【図１０】一実施形態におけるユーザの注視点ＦＰ及び注視領域ＦＲを説明するための図
。
【図１１】一実施形態における第１の動画再生画面６０及びコメントオブジェクト１１４
の一例を示す図。
【図１２】一実施形態における第１の動画再生画面６０の一例を示す図。
【図１３】一実施形態における第２の動画再生画面７０の一例を示す図。
【図１４】一実施形態におけるコメントの配置に応じて出力される音を説明するための図
。
【図１５】一実施形態における第１の動画再生画面６０の一例を示す図。
【図１６】一実施形態におけるコメントオブジェクト１１４の表示の一例を示す図。
【図１７】他の実施形態における第１の動画再生画面１６０の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、適宜図面を参照し、本発明の様々な実施形態を説明する。なお、図面において共
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通する構成要素には同一の参照符号が付されている。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態に係るシステム１を含むネットワークの構成を概略的に示
す構成図である。一実施形態におけるシステム１は、図示するように、サーバ１０と、こ
のサーバ１０とインターネット等の通信網４０を介して通信可能に接続された複数の端末
装置３０と、を備える。サーバ１０は、様々な動画を端末装置３０に配信する動画配信サ
ービスを提供する。一実施形態における動画配信サービスにおいて配信される動画には、
動画提供装置２０が提供するリアルタイムの動画（ライブ動画）が含まれる。
【００１５】
　一実施形態におけるサーバ１０は、一般的なコンピュータとして構成されており、図示
のとおり、ＣＰＵ（コンピュータプロセッサ）１１と、メインメモリ１２と、ユーザＩ／
Ｆ１３と、通信Ｉ／Ｆ１４と、ストレージ（記憶装置）１５と、を含み、これらの各構成
要素がバスを介して互いに電気的に接続されている。ＣＰＵ１１は、ストレージ１５から
オペレーティングシステムやその他様々なプログラムをメインメモリ１２にロードし、こ
のロードしたプログラムに含まれる命令を実行する。メインメモリ１２は、ＣＰＵ１１が
実行するプログラムを格納するために用いられ、例えば、ＤＲＡＭ等によって構成される
。なお、一実施形態におけるサーバ１０は、それぞれ上述したようなハードウェア構成を
有する複数のコンピュータを用いて構成され得る。
【００１６】
　ユーザＩ／Ｆ１３は、例えば、オペレータの入力を受け付けるキーボードやマウス等の
情報入力装置と、ＣＰＵ１１の演算結果を出力する液晶ディスプレイ等の情報出力装置と
を含む。通信Ｉ／Ｆ１４は、ハードウェア、ファームウェア、又はＴＣＰ／ＩＰドライバ
やＰＰＰドライバ等の通信用ソフトウェア又はこれらの組み合わせとして実装され、通信
網４０を介して動画提供装置２０及び端末装置３０と通信可能に構成される。
【００１７】
　ストレージ１５は、例えば磁気ディスクドライブで構成され、動画配信サービスを提供
するための制御用プログラム等の様々なプログラムが記憶される。また、ストレージ１５
には、動画配信サービスを提供するための各種データも記憶され得る。ストレージ１５に
記憶され得る各種データは、サーバ１０と通信可能に接続されるサーバ１０とは物理的に
別体のデータベースサーバ等に格納されてもよい。
【００１８】
　一実施形態において、サーバ１０は、階層構造の複数のウェブページから成るウェブサ
イトを管理するウェブサーバとしても機能し、こうしたウェブサイトを介して動画配信サ
ービスを端末装置３０のユーザに対して提供し得る。ストレージ１５には、このウェブペ
ージに対応するＨＴＭＬデータも記憶され得る。ＨＴＭＬデータは、様々な画像データが
関連付けられ、又、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）等のスクリプト言語等で記述され
た様々なプログラムが埋め込まれ得る。
【００１９】
　また、一実施形態において、サーバ１０は、端末装置３０においてウェブブラウザ以外
の実行環境上で実行されるアプリケーションを介して動画配信サービスを提供し得る。ス
トレージ１５には、こうしたアプリケーションも記憶され得る。このアプリケーションは
、例えば、Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－ＣやＪａｖａ（登録商標）等のプログラミング言語を用
いて作成される。ストレージ１５に記憶されたアプリケーションは、配信要求に応じて端
末装置３０に配信される。なお、端末装置３０は、こうしたアプリケーションを、サーバ
１０以外の他のサーバ（アプリマーケットを提供するサーバ等）等からダウンロードする
こともできる。
【００２０】
　このように、サーバ１０は、動画配信サービスを提供するためのウェブサイトを管理し
、当該ウェブサイトを構成するウェブページ（ＨＴＭＬデータ）を端末装置３０からの要
求に応答して配信することができる。また、上述したように、サーバ１０は、このような
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ウェブページ（ウェブブラウザ）を用いた動画配信サービスの提供とは代替的に、又は、
これに加えて、端末装置３０において実行されるアプリケーションとの通信に基づいて動
画配信サービスを提供することができる。いずれの態様で当該サービスを提供するにして
も、サーバ１０は、動画配信サービスの提供に必要な各種データ（画面表示に必要なデー
タを含む）を端末装置３０との間で送受信することができる。また、サーバ１０は、各ユ
ーザを識別する識別情報（例えば、ユーザＩＤ）毎に各種データを記憶し、ユーザ毎に動
画配信サービスの提供状況を管理することができる。詳細な説明は省略するが、サーバ１
０は、ユーザの認証処理や課金処理等を行う機能を有することもできる。
【００２１】
　一実施形態における動画提供装置２０は、一般的なコンピュータとして構成されており
、図１に示すとおり、ＣＰＵ（コンピュータプロセッサ）２１と、メインメモリ２２と、
ユーザＩ／Ｆ２３と、通信Ｉ／Ｆ２４と、ストレージ（記憶装置）２５と、超広角カメラ
２６と、を含み、これらの各構成要素がバスを介して互いに電気的に接続されている。
【００２２】
　ＣＰＵ２１は、ストレージ２５からオペレーティングシステムやその他様々なプログラ
ムをメインメモリ２２にロードし、このロードしたプログラムに含まれる命令を実行する
。メインメモリ２２は、ＣＰＵ２１が実行するプログラムを格納するために用いられ、例
えば、ＤＲＡＭ等によって構成される。
【００２３】
　ユーザＩ／Ｆ２３は、例えば、オペレータの入力を受け付ける情報入力装置と、ＣＰＵ
２１の演算結果を出力する情報出力装置とを含む。通信Ｉ／Ｆ２４は、ハードウェア、フ
ァームウェア、又はＴＣＰ／ＩＰドライバやＰＰＰドライバ等の通信用ソフトウェア又は
これらの組み合わせとして実装され、通信網４０を介してサーバ１０及び端末装置３０と
通信可能に構成される。
【００２４】
　超広角カメラ２６は、マイクを内蔵しており、超広角レンズ、又は、複数のレンズを介
して超広角の映像を撮影するように構成されている。一実施形態において、超広角カメラ
２６は、水平方向に３６０度の視野を有すると共に垂直方向に１８０－３６０度の範囲の
視野を有する３６０度カメラとして構成されており、一実施形態における動画提供装置２
０は、当該超広角カメラ２６を介して撮影される略全方向の視野を有する３６０度動画を
、サーバ１０に対してリアルタイムに送信するように構成されている。
【００２５】
　一実施形態における端末装置３０は、サーバ１０が提供するウェブサイトのウェブペー
ジをウェブブラウザ上で表示すると共にアプリケーションを実行するための実行環境を実
装した任意の情報処理装置であり、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブルデバ
イス（例えば、ヘッドマウントディスプレイ等）、パーソナルコンピュータ、及びゲーム
専用端末等が含まれ得る。
【００２６】
　端末装置３０は、一般的なコンピュータとして構成されており、図１に示すとおり、Ｃ
ＰＵ（コンピュータプロセッサ）３１と、メインメモリ３２と、ユーザＩ／Ｆ３３と、通
信Ｉ／Ｆ３４と、ストレージ（記憶装置）３５と、各種センサ３６と、を含み、これらの
各構成要素がバスを介して互いに電気的に接続されている。
【００２７】
　ＣＰＵ３１は、ストレージ３５からオペレーティングシステムやその他様々なプログラ
ムをメインメモリ３２にロードし、このロードしたプログラムに含まれる命令を実行する
。メインメモリ３２は、ＣＰＵ３１が実行するプログラムを格納するために用いられ、例
えば、ＤＲＡＭ等によって構成される。
【００２８】
　ユーザＩ／Ｆ３３は、例えば、ユーザの入力を受け付けるタッチパネル、キーボード、
ボタン及びマウス等の情報入力装置と、ＣＰＵ３１の演算結果を出力する液晶ディスプレ
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イ等の情報出力装置とを含む。通信Ｉ／Ｆ３４は、ハードウェア、ファームウェア、又は
、ＴＣＰ／ＩＰドライバやＰＰＰドライバ等の通信用ソフトウェア又はこれらの組み合わ
せとして実装され、通信網４０を介してサーバ１０及び動画提供装置２０と通信可能に構
成される。
【００２９】
　ストレージ３５は、例えば磁気ディスクドライブやフラッシュメモリ等により構成され
、オペレーティングシステム等の様々なプログラムが記憶される。また、ストレージ３５
は、サーバ１０等から受信した様々なアプリケーションが記憶され得る。
【００３０】
　各種センサ３６は、例えば、加速度センサ、ジャイロセンサ（角速度センサ）、地磁気
センサ等を含む。これらのセンサによって検知される情報に基づいて、端末装置３０は、
端末装置３０自身の姿勢、傾き、方位等を特定することが出来る。
【００３１】
　端末装置３０は、例えば、ＨＴＭＬ形式のファイル（ＨＴＭＬデータ）を解釈して画面
表示するためのウェブブラウザを備えており、このウェブブラウザの機能によりサーバ１
０から取得したＨＴＭＬデータを解釈して、受信したＨＴＭＬデータに対応するウェブペ
ージを表示することができる。また、端末装置３０のウェブブラウザには、ＨＴＭＬデー
タに関連付けられた様々な形式のファイルを実行可能なプラグインソフトが組み込まれ得
る。
【００３２】
　端末装置３０のユーザがサーバ１０によって提供される動画配信サービスを利用する際
には、例えば、ＨＴＭＬデータやアプリケーションによって指示されたアニメーションや
操作用アイコン等が端末装置３０に画面表示される。ユーザは、端末装置３０のタッチパ
ネル等を用いて各種指示を入力することができる。ユーザから入力された指示は、端末装
置３０のウェブブラウザやＮｇＣｏｒｅ（商標）等のアプリケーション実行環境の機能を
介してサーバ１０に伝達される。
【００３３】
　次に、このように構成された一実施形態におけるシステム１（サーバ１０及び端末装置
３０）が有する機能について説明する。一実施形態における動画配信サービスにおいては
、様々な形式の動画が端末装置３０に配信され得るが、ここでは、主に、動画提供装置２
０等から提供されるリアルタイムの３６０度動画を端末装置３０に配信する機能について
説明する。
【００３４】
　図２は、一実施形態におけるサーバ１０及び端末装置３０が有する機能を概略的に示す
ブロック図である。一実施形態におけるサーバ１０は、図示するように、情報を記憶する
情報記憶部５１と、動画の配信を制御する動画配信制御部５２と、動画の視野全体に対応
付けられる仮想空間を管理する仮想空間管理部５３と、を備える。これらの機能は、ＣＰ
Ｕ１１及びメインメモリ１２等のハードウェア、並びに、ストレージ１５に記憶されてい
る各種プログラムやテーブル等が協働して動作することによって実現され、例えば、ロー
ドしたプログラムに含まれる命令をＣＰＵ１１が実行することによって実現される。また
、図２に例示したサーバ１０が有する機能の一部又は全部は、サーバ１０と端末装置３０
とが協働することによって実現され、又は、端末装置３０によって実現され得る。
【００３５】
　一実施形態における情報記憶部５１は、ストレージ１５等によって実現され、図２に示
すように、動画配信サービスのユーザに関する情報を管理するユーザ管理テーブル５１ａ
と、ユーザによって入力されたコメント（入力情報）に関する情報を管理するコメント管
理テーブル５１ｂと、を有する。
【００３６】
　図３は、一実施形態におけるユーザ管理テーブル５１ａにおいて管理される情報の一例
を示す。ユーザ管理テーブル５１ａは、図示するように、個別のユーザを識別する「ユー
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ザＩＤ」に対応付けて、このユーザの「ニックネーム」、このユーザのアバターに関する
情報である「アバター情報」、等の情報を管理する。これらの情報は、例えば、動画配信
サービスの新規ユーザ登録等のタイミングにおいてユーザから提供され、その後、適宜に
更新され得る。
【００３７】
　図４は、一実施形態におけるコメント管理テーブル５１ｂにおいて管理される情報の一
例を示す。コメント管理テーブル５１ｂは、図示するように、個別の動画を識別する「動
画ＩＤ」と個別のコメントを識別する「コメントＩＤ」との組合せに対応付けて、このコ
メントを入力したユーザを識別する「入力ユーザＩＤ」、このコメントの内容を示す「コ
メント内容」、このコメントが配置される仮想空間上の位置を示す「配置位置」、このコ
メントが配置された時刻を示す「配置時刻」、このコメントを消去する（配置を解除する
）時刻を示す「消去時刻」、このコメントに対して「Ｌｉｋｅ」が入力された数を示す「
Ｌｉｋｅ数」、等の情報を管理する。このように、一実施形態におけるコメント管理テー
ブル５１ｂは、配信される動画毎にコメントに関する情報を管理する。
【００３８】
　ここで、一実施形態における３６０度動画は、その視野全体が、仮想的な球体の内面と
して構成される仮想空間に対応付けられており、コメント管理テーブル５１ｂの配置位置
には、この仮想空間上の位置（座標）を特定する値が設定される。
【００３９】
　また、一実施形態における動画配信サービスでは、ユーザは、同じ動画を閲覧（再生）
している他のユーザ等によって入力されたコメントに対する支持（好意的な感情）を「Ｌ
ｉｋｅ」として入力することができ、コメント管理テーブル５１ｂのＬｉｋｅ数には、コ
メントに対する「Ｌｉｋｅ」の入力数が設定される。コメント管理テーブル５１ｂにおい
て管理されるこれらの情報は、ユーザによるコメントの入力、コメントに対する「Ｌｉｋ
ｅ」の入力等に応じて適宜に更新される。
【００４０】
　一実施形態における動画配信制御部５２は、動画の配信に関する様々な制御を実行する
。例えば、動画配信制御部５２は、動画提供装置２０等から受信したリアルタイムの３６
０度動画をストリーミング形式に変換して端末装置３０に配信し、又は、動画提供装置２
０等から受信したストリーミング形式のリアルタイムの３６０度動画を端末装置３０に配
信する。一実施形態において、動画配信制御部５２が配信する動画は、ユーザから立体的
に見えるように構成された三次元動画を含み得る。
【００４１】
　一実施形態における仮想空間管理部５３は、動画の視野全体に対応付けられる仮想空間
の管理に関する様々な処理を実行する。例えば、仮想空間管理部５３は、ユーザがコメン
トを入力したときに、このユーザの視野に含まれる仮想空間上の位置を特定し、この特定
した位置にコメントを配置する。ここで、一実施形態における３６０度動画の視野全体に
対応付けられる仮想空間及びユーザの視野について、図５を用いて説明する。
【００４２】
　３６０度動画は、図５に示すように、仮想的な球体Ｓの内面（の全体又は一部）に視野
全体を有する動画として構成されており、この球体Ｓの中心Ｃに位置するユーザの視線の
方向Ａが特定されると、予め定められた視野角θに基づいて、当該ユーザの視野Ｖが特定
される。つまり、３６０動画では、仮想的な球体Ｓの中心Ｃに位置するユーザの視線の方
向が特定されると、当該視線の方向に基づく視野に含まれる部分の動画が表示される。図
５において、視野Ｖは曲線として表現されているが、図６に示すように、視野Ｖは、球体
Ｓの内面の一部の領域である。一実施形態における仮想空間は、この球体Ｓの内面として
構成されており、つまり、３６０動画の視野全体に対応付けられている。
【００４３】
　一実施形態における仮想空間管理部５３は、仮想空間に関する様々な情報を、端末装置
３０に対して送信する。例えば、仮想空間管理部５３は、仮想空間に配置されたコメント
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に基づくコメントオブジェクトに関する情報を端末装置３０に対して送信し得る。
【００４４】
　また、仮想空間管理部５３は、コメントに対する「Ｌｉｋｅ」の入力を受け付ける。例
えば、仮想空間管理部５３は、ユーザの注視点にコメントオブジェクトが表示されている
状態が、予め定められた有効時間（例えば、１０秒）継続したときに、当該コメントオブ
ジェクトに対応するコメントに対する「Ｌｉｋｅ」の入力を端末装置３０を介して受け付
ける。
【００４５】
　一実施形態における端末装置３０は、図２に示すように、動画の再生を制御する再生制
御部５５と、ユーザによる入力を管理する入力管理部５６と、を備える。これらの機能は
、ＣＰＵ３１及びメインメモリ３２等のハードウェア、並びに、ストレージ３５に記憶さ
れている各種プログラムやテーブル等が協働して動作することによって実現され、例えば
、ロードしたプログラムに含まれる命令をＣＰＵ３１が実行することによって実現される
。また、図２に例示した端末装置３０が有する機能の一部又は全部は、サーバ１０と端末
装置３０とが協働することによって実現され、又は、サーバ１０によって実現され得る。
【００４６】
　一実施形態における再生制御部５５は、動画の再生に関する様々な制御を実行する。例
えば、再生制御部５５は、サーバ１０から受信する３６０度動画を、ユーザによって特定
される視野で端末装置３０上に表示する。例えば、再生制御部５５は、ユーザによる端末
装置３０の姿勢、傾き、及び方位等を変更する操作、又は、画面のフリック／ドラッグ操
作等に応じてユーザの視線の方向を特定し、３６０度動画が有する視野全体の動画のうち
、ユーザの視線の方向に基づいて定まる視野に含まれる部分の動画を表示する。
【００４７】
　また、再生制御部５５は、サーバ１０から受信する仮想空間に関する様々な情報に基づ
いて、当該仮想空間に関する情報を端末装置３０上に表示する。例えば、再生制御部５５
は、仮想空間に配置されたコメントに関する情報に基づいて、当該コメントに関する情報
を端末装置３０上に表示する。また、再生制御部５５は、当該仮想空間に関する様々な情
報に基づいて音を出力し、例えば、仮想空間にコメントが配置されることに応じた音を出
力する。
【００４８】
　一実施形態における入力管理部５６は、ユーザによる入力の管理に関する様々な処理を
実行する。例えば、入力管理部５６は、ユーザの注視点にコメントが表示されている状態
が、予め定められた有効時間継続したことを検出したときに、当該コメントに対する「Ｌ
ｉｋｅ」の入力を認識し、当該「Ｌｉｋｅ」の入力を示す情報をサーバ１０に対して送信
する。
【００４９】
　次に、このような機能を有する一実施形態におけるシステム１の動作について説明する
。一実施形態における動画配信サービスを利用するユーザは、端末装置３０を介して、動
画配信サービスにおいて提供される複数の動画の中から所望の動画を選択して端末装置３
０上で再生することができる。ユーザがリアルタイムの３６０度動画を選択すると、端末
装置３０から当該動画の配信要求を受信したサーバ１０は、動画提供装置２０等からリア
ルタイムに受信する３６０度動画をストリーミング形式で端末装置３０に対して配信する
。一実施形態において、３６０度動画を再生するための画面として、異なる画面構成を有
する２つの動画再生画面が提供されており、ユーザは、何れかの画面を選択して動画を再
生することができる。
【００５０】
　図７は、動画再生画面の１つである第１の動画再生画面６０の一例である。一実施形態
における第１の動画再生画面６０は、図示するように、画面全体が、３６０度動画を特定
の視野で表示する表示領域６１として構成されている。この表示領域６１は、上述したよ
うに、３６０度動画が有する視野全体の動画うち、ユーザによって特定された視野に含ま
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れる部分の動画を表示する。例えば、ユーザによる端末装置３０の姿勢、傾き、及び方位
等を変更する操作、又は、表示領域６１のフリック／ドラッグ操作等に応じてユーザの視
野（視線の方向）が変化すると、変化後の視野に含まれる部分の動画が表示領域６１に表
示される。
【００５１】
　また、第１の動画再生画面６０の表示領域６１は、ユーザの視野に含まれる部分の動画
に重ねて当該視野に含まれる仮想空間に配置されているコメント（コメントオブジェクト
）を表示するように構成されている。詳細は後述する。
【００５２】
　一実施形態において、第１の動画再生画面６０は、例えば、ＶＲ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒ
ｅａｌｉｔｙ）グラス、又は、スマートフォン等を装着するＶＲヘッドセット等を利用し
て、３６０度動画の特定の視野に含まれる動画を立体的に表示するユーザのための画面と
して構成することができ、この場合、第１の動画再生画面６０は、右目用の画面と左目用
の画面とに分離して構成され得る。ＶＲグラス、又は、ＶＲヘッドセット等を利用するユ
ーザは、画面のフリック／ドラッグ操作を行うことができないと考えられるから、端末装
置３０（ＶＲグラス、又は、スマートフォン等）の姿勢、傾き、及び方位等を変更するこ
とによって視野を変化させる。
【００５３】
　図８は、複数の動画再生画面の１つである第２の動画再生画面７０の一例である。一実
施形態における第２の動画再生画面７０は、図示するように、画面全体が仮想的なステー
ジを含む空間として構成されており、３６０度動画を特定の視野で表示する表示領域７１
が仮想的なステージ上に配置されている。この表示領域７１は、第１の動画再生画面６０
の表示領域６１と同様に、３６０度動画が有する視野全体の動画のうち、ユーザによって
特定された視野に含まれる部分の動画を表示し、ユーザによる端末装置３０の姿勢、傾き
、及び方位等を変更する操作、又は、表示領域７１のフリック／ドラッグ操作等に応じて
ユーザの視野が変化すると、変化後の視野に含まれる部分の動画が表示領域７１に表示さ
れる。
【００５４】
　また、第２の動画再生画面７０では、図示するように、同じ動画を閲覧（再生）してい
るユーザのアバター１１０が、仮想的なステージの手前の空間に相当するアバター表示領
域７６に配置されている。
【００５５】
　更に、第２の動画再生画面７０は、図示するように、画面下端に、コメント入力領域７
２と、「送る」と表示されたコメント送信ボタン７４と、が配置されている。ユーザが、
コメント入力領域７２に所望の文字列等をコメントとして入力した上で、コメント送信ボ
タン７４を選択すると、入力されたコメントがサーバ１０に送信される。ここで、コメン
トの受信に応じてサーバ１０が実行するコメント配置処理について説明する。
【００５６】
　図９は、一実施形態におけるコメント配置処理の一例を示すフロー図である。コメント
配置処理では、まず、図示するように、入力されたコメントを配置する仮想空間上の位置
を特定する（ステップＳ１１０）。一実施形態において、コメントを配置する位置は、コ
メントを入力したユーザの（コメントを入力したときの）視野に含まれる仮想空間上の位
置となるように特定される。コメントを入力したユーザの視野に関する情報（例えば、視
線の方向）は、例えば、入力されたコメントと共に端末装置３０から受信し得る。
【００５７】
　本発明の様々な実施形態においては、様々な基準を適用して、ユーザの視野に含まれる
任意の位置が、コメントを配置する位置として特定され得る。一実施形態においては、コ
メントを配置する位置は、ユーザの注視点を含む注視領域の範囲外となるように特定され
る。図１０Ａは、一実施形態におけるユーザの注視点ＦＰ及び注視領域ＦＲを説明するた
めの図である。一実施形態では、図示するように、ユーザの視界Ｖの中心（ユーザの視線
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の方向と仮想空間との交点）を、ユーザが注視している注視点ＦＰと定義し、この注視点
ＦＰを中心とすると共に所定の長さの半径を有する円形の領域を注視領域ＦＲと定義する
。コメントを配置する位置は、例えば、注視点ＦＰから移動する（離れる）方向を特定し
、この特定された方向に注視領域ＦＲの半径に相当する距離だけ移動した位置として特定
される。注視点ＦＰから移動する方向は、例えば、ランダムに特定される。図１０Ｂに示
すように、例えば、第２の動画再生画面７０の表示領域７１（視野Ｖ）に表示されている
動画に現れるビルを見ている（注視点ＦＰに当該ビルが表示されている）ユーザがコメン
トを入力した場合、注視領域ＦＲの範囲外の位置は、当該ビルから離れる方向に移動した
位置となり、当該ビルに重なり難い。
【００５８】
　こうしてコメントを配置する位置を特定すると、次に、特定された仮想空間上の位置に
コメントを配置して（ステップＳ１２０）、このコメント配置処理を終了する。具体的に
は、当該コメントに関する情報をコメント管理テーブル５１ｂに登録する。ここで、コメ
ント管理テーブル５１ｂに登録される情報のうち消去時刻には、現在時刻に既定の配置継
続時間（例えば、３０秒）を加算した時刻が設定される。
【００５９】
　ここで、コメントが仮想空間に配置されたときの、端末装置３０の動作について説明す
る。まず、第１の動画再生画面６０の表示について説明する。一実施形態における第１の
動画再生画面６０の表示領域６１は、上述したように、３６０度動画を特定の視野で表示
すると共に、当該視野に含まれる仮想空間に配置されているコメント（コメントオブジェ
クト）を動画に重ねて表示するように構成されている。図１１Ａは、コメントが配置され
た仮想空間上の位置を視野に含むユーザの端末装置３０に表示される第１の動画再生画面
６０を例示する。図示するように、第１の動画再生画面６０の表示領域６１において、コ
メントオブジェクト１１４が、コメントが配置された仮想空間上の位置に動画に重ねて表
示されている。
【００６０】
　図１１Ｂは、コメントオブジェクト１１４の詳細を例示する。一実施形態におけるコメ
ントオブジェクト１１４は、コメントを入力したユーザのアバター１１０と、吹き出しオ
ブジェクト１１２と、によって構成される。吹き出しオブジェクト１１２には、コメント
の内容（図１１Ｂの例では「素晴らしい！」）、コメントを入力したユーザのニックネー
ム（図１１Ｂの例では「ｂｙ　ＸＸＸ」）、及び、コメントに対して入力されているＬｉ
ｋｅ数が表示される。
【００６１】
　図１１Ａに例示するように、動画に現れるビルを見ていた（注視点ＦＰに当該ビルが表
示されていた）ユーザがコメントを入力した場合、コメントは注視点ＦＰから離れた位置
に配置されるから、対応するコメントオブジェクト１１４は当該ビルから離れた位置に表
示される。
【００６２】
　図１２は、複数のユーザの各々によって入力されたコメントに基づく複数のコメントオ
ブジェクト１１４が表示領域６１に表示されている第１の動画再生画面６０を例示する。
例えば、同じビルを見ていた複数のユーザが同じようなタイミングでコメントを入力した
場合、コメントが配置される位置を特定するときの注視点ＦＰから離れる方向は、コメン
ト毎に（例えばランダムに）特定されるから、複数のコメントオブジェクト１１４が、注
視点ＦＰから同じ方向に移動した位置で重ねて表示されることが抑制される。
【００６３】
　図１３は、コメントが配置された位置を視野に含むユーザの端末装置３０上に表示され
る第２の動画再生画面７０を例示する。第２の動画再生画面７０では、上述したように、
同じ動画を閲覧するユーザのアバター１１０がアバター領域７６に表示されており、アバ
ター領域７６に表示されているアバター１１０のうち、仮想空間に配置されているコメン
トを入力したユーザのアバター１１０に、上述した吹き出しオブジェクト１１２が付加さ
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れて表示される。
【００６４】
　このように、一実施形態では、仮想空間に配置されたコメントは、コメントが配置され
た位置を視野に含むユーザの端末装置３０において表示される。具体体には、第１の動画
再生画面６０の場合には、表示領域６１において、コメントが配置された仮想空間上の位
置にコメントオブジェクト１１４が動画に重ねて表示され、第２の動画再生画面７０の場
合には、アバター表示領域７６において、コメントを入力したユーザのアバター１１０に
吹き出しオブジェト１１２が付加されて表示される。
【００６５】
　また、一実施形態では、コメントが仮想空間に配置されると、同じ動画を閲覧する複数
のユーザの各々の端末装置３０において、コメントが配置された位置とユーザの視野（注
視点）との位置関係に基づく効果音が出力される。端末装置３０において出力される効果
音は、例えば、ユーザの視野（注視点）とコメントが配置された位置とが近いほど、音量
が大きくなるように構成され得る。
【００６６】
　図１４は、コメントが配置された位置とユーザの視野との位置関係に基づいて設定され
る効果音の音量を例示する。例えば、図示するように、ユーザの視野Ｖに含まれる位置に
コメントＣ１が配置されたときにこのユーザの端末装置３０において出力される効果音Ｓ
１は、ユーザの視野Ｖに含まれない位置にコメントＣ２、Ｃ３が配置されたときの効果音
Ｓ２、Ｓ３よりも音量が大きい。また、例えば、コメントＣ２が配置されたときの効果音
Ｓ２は、コメントＣ３（コメントが配置された位置とユーザの視野Ｖとの距離がコメント
Ｃ２よりも遠い）が配置されたときの効果音Ｓ３よりも音量が大きい。ここで、コメント
が配置された位置とユーザの視野との距離は、球体Ｓの中心を基準としてコメントが配置
された方向とユーザの視線の方向との間の角度（図１４のθ１、θ２）に基づいて特定さ
れ得る。このように、ユーザの視野（注視点）とコメントが配置された位置とが近いほど
、音量が大きくなるように構成することにより、ユーザは、臨場感を感じることができる
。
【００６７】
　また、例えば、効果音は、ユーザの視野（注視点）を基準としてコメントが配置された
位置の方向（例えば、右方向又は左方向）の音として出力され、例えば、図１４の例では
、ユーザの視野よりも左側の位置に配置されたコメントＣ２の配置に応じた効果音Ｓ２は
左方向から聞こえる音として出力され、ユーザの視野よりも右側の位置に配置されたコメ
ントＣ３の配置に応じた効果音Ｓ３は右方向から聞こえる音として出力される。
【００６８】
　このように、一実施形態では、コメントが仮想空間に配置されると、同じ動画を閲覧す
る複数のユーザの各々の端末装置３０において効果音が出力されるから、ユーザは、視野
に含まれない位置に配置されるコメントを含むコメントの入力を知ることができる。
【００６９】
　一実施形態において、仮想空間に配置されたコメントは、コメント毎に設定された消去
時刻になったときに消去（配置が解除）される。コメントが消去されると、第１の動画再
生画面６０の表示領域６１において動画に重ねて表示されていたコメントオブジェクト１
１４も消去される（表示されなくなる）。
【００７０】
　一実施形態において、第２の動画再生画面７０のアバター表示領域７６において表示さ
れていた吹き出しオブジェクト１１２は、コメントの消去に応じて消去されるように構成
しても良いし、コメントの消去とは異なるタイミングで消去されるようにしても良い。即
ち、一実施形態において、第１の動画再生画面６０におけるコメントオブジェクト１１４
の消去と第２の動画再生画面７０における吹き出しオブジェクト１１２の消去とは、独立
して制御され得る。
【００７１】
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　ここで、一実施形態においては、受け付けたＬｉｋｅｓの数が多いコメントほど、コメ
ントが消去されるまでの時間が長くなるように構成されている。具体的には、例えば、Ｌ
ｉｋｅｓ数が所定数（例えば、１０）に達する毎に所定の追加時間（例えば、１０秒）が
、消去時刻に加算されるように構成されている。ここで、一実施形態におけるコメントに
対するＬｉｋｅの入力に関する動作について説明する。
【００７２】
　まず、第１の動画再生画面６０を介したＬｉｋｅの入力に関する動作について説明する
。一実施形態においては、コメントオブジェクト１１４が、ユーザの注視点に位置する状
態が予め定められた有効時間（例えば、１０秒）継続すると、当該コメントオブジェクト
１１４に対応するコメントに対するＬｉｋｅの入力が受け付けられる。
【００７３】
　例えば、図１５に例示するように、コメントオブジェクト１１４ａが注視点（表示領域
６１の中心）に位置する状態が有効時間継続すると、当該コメントオブジェクト１１４ａ
に対応するコメントに対する「Ｌｉｋｅ」が受け付けられる。図１６は、コメントオブジ
ェクト１１４が注視点に位置する状態が、有効時間継続するまでのコメントオブジェクト
１１４の表示の変化を例示する。一実施形態においては、有効時間よりも短い一定時間（
例えば、３秒）が経過すると、吹き出しオブジェクト１１２の背景色が変化すると共に進
捗ゲージ１１３が付加される（ｉ）。その後、時間の経過に従って進捗ゲージ１１３の表
示が変化し、有効時間に達すると（ｉｉ）、進捗ゲージ１１３が消去されると共に吹き出
しオブジェクト１１２の背景色が元に戻り、「Ｌｉｋｅ」の入力が受け付けられて、Ｌｉ
ｋｅ数の表示が更新される（ｉｉｉ）。
【００７４】
　端末装置３０を介して「Ｌｉｋｅ」を受け付けると、サーバ１０は、コメント管理テー
ブル５１ｂのＬｉｋｅ数を更新する。また、上述したように、Ｌｉｋｅ数の増加に応じて
消去時刻が更新（加算）され得る。
【００７５】
　次に、第２の動画再生画面７０を介したＬｉｋｅの入力に関する動作について説明する
。一実施形態においては、第２の動画再生画面７０のアバター表示領域７６に表示されて
いる吹き出しオブジェクト１１２をユーザが選択することに応じて、当該吹き出しオブジ
ェクト１１２に対応するコメントに対する「Ｌｉｋｅ」の入力が受け付けられる。「Ｌｉ
ｋｅ」の入力が受け付けられてＬｉｋｅ数の表示が更新される動作等は、上述した第１の
動画再生画面６０の場合と同様である。
【００７６】
　上述した一実施形態において、リアルタイムにストリーミング形式で配信（ライブスト
リーミング配信）した３６０度動画をサーバ１０の情報記憶部５１等に記憶しておき、当
該記憶した動画を、端末装置３０からの要求に応じて、後から再生できるように構成し得
る。この場合、ライブストリーミング配信時に入力されたコメントは、コメント管理テー
ブル５１ｂで管理されている情報に従って仮想空間に配置される。具体的には、コメント
管理テーブル５１ｂの配置時刻、配置位置、消去時刻に従って、対応するコメントが、仮
想空間上に配置されて、その後、消去される。
【００７７】
　上述した一実施形態において、コメントの入力は、第２の動画再生画面７０を介して行
われるように構成したが、第１の動画再生画面６０に相当する画面を、コメントの入力が
行えるように構成することもできる。図１７に例示する他の実施形態における第１の動画
再生画面１６０は、上述した第１の動画再生画面６０と同様の表示領域６１を有し、この
表示領域６１の下端に、第２の動画再生画面７０と同様のコメント入力領域７２及びコメ
ント送信ボタン７４が配置されている。また、本発明の様々な実施形態において、コメン
トの入力を、音声入力の技術を適用して実現することもできる。
【００７８】
　上述した一実施形態では、ユーザから入力されて仮想空間に配置される入力情報として
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コメントを例示したが、本発明の実施形態において、入力情報はコメントに限られない。
例えば、スタンプ、アイコン等のユーザから入力され得る様々な情報が、入力情報に含ま
れ得る。
【００７９】
　上述した一実施形態では、コメントの配置に応じて出力する効果音を、ユーザの視野と
コメントが配置された位置とが近いほど音量が大きくなるように構成したが、本発明の様
々な実施形態は、コメントが配置された位置とユーザの視野との位置関係に基づいて音量
が変化するものに限定されず、これに代えて、又は、これに加えて、効果音の音色、音の
高さ等が変化し得る。
【００８０】
　以上説明した本発明の様々な実施形態は、複数のユーザの各々の端末装置３０に、広角
の視野を有する動画として構成されると共に視野全体に仮想空間が対応付けられている動
画を、複数のユーザの各々の視野で表示し、ユーザからコメントを受け付けたときに、こ
のユーザの視野に含まれる仮想空間上の位置を特定して配置し、コメントの配置に応じて
、配置された位置を視野に含むユーザの端末装置３０にコメントを表示する。従って、コ
メントが表示される端末装置３０のユーザは、コメントを入力したユーザの視野と近い視
野を有することになるから、表示されたコメントの内容を理解し易い。このように、本発
明の実施形態は、ユーザ間で視野の異なり得る動画において入力されるコメント等の情報
を適切に表示することができる。
【００８１】
　本明細書で説明された処理及び手順は、実施形態中で明示的に説明されたもの以外にも
、ソフトウェア、ハードウェアまたはこれらの任意の組み合わせによって実現される。よ
り具体的には、本明細書で説明される処理及び手順は、集積回路、揮発性メモリ、不揮発
性メモリ、磁気ディスク、光ストレージ等の媒体に、当該処理に相当するロジックを実装
することによって実現される。また、本明細書で説明される処理及び手順は、それらの処
理・手順をコンピュータプログラムとして実装し、各種のコンピュータに実行させること
が可能である。
【００８２】
　本明細書中で説明される処理及び手順が単一の装置、ソフトウェア、コンポーネント、
モジュールによって実行される旨が説明されたとしても、そのような処理または手順は複
数の装置、複数のソフトウェア、複数のコンポーネント、及び／又は複数のモジュールに
よって実行され得る。また、本明細書中で説明されるデータ、テーブル、又はデータベー
スが単一のメモリに格納される旨説明されたとしても、そのようなデータ、テーブル、又
はデータベースは、単一の装置に備えられた複数のメモリまたは複数の装置に分散して配
置された複数のメモリに分散して格納され得る。さらに、本明細書において説明されるソ
フトウェアおよびハードウェアの要素は、それらをより少ない構成要素に統合して、また
はより多い構成要素に分解することによって実現することも可能である。
【００８３】
　本明細書において、発明の構成要素が単数もしくは複数のいずれか一方として説明され
た場合、又は、単数もしくは複数のいずれとも限定せずに説明された場合であっても、文
脈上別に解すべき場合を除き、当該構成要素は単数又は複数のいずれであってもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１　システム
　１０　サーバ
　２０　動画提供装置
　３０　端末装置
　４０　通信網
　５１　情報記憶部
　５２　動画配信制御部
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　５３　仮想空間管理部
　５５　再生制御部
　５６　入力管理部
　６０、１６０　第１の動画再生画面
　７０　第２の動画再生画面

【図２】 【図３】

【図４】
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【図５】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

